
③審査会にチャレンジ！
担当所管課とともに挑戦。実現性や有効性の審査

②市の担当所管課と協議！
実現に向けた具体的な方法を話し合います

①まずはエントリー！
エントリーシート（A4用紙１枚程度）を提出します

事業者・市民活動団体等の皆様へ

＜お問い合わせ先＞
尼崎市 総合政策局 協働推進課
TEL：06-6489-6153 FAX：06-6489-6173
Email：ama-shiminteian@city.amagasaki.hyogo.jp

民間のアイデアやノウハウと行政の強みを掛け合わせて、地域社会の課題解決、まちの
魅力向上を目指す制度です。提案実現まで協働推進課が全力でサポートします。

市民提案制度とは…

令和３年度（令和４年度実施向け）

尼崎市市民提案制度
提案募集！

提案実現！
力を合わせて
頑張りましょう

尼崎をもっと良い
まちにしましょう

検索

本制度や募集内容の詳細は…

尼崎市 市民提案



営利・非営利問わず、団体なら誰でも提案できます。（市外もOK）

誰でも提案できるの？

★その他、応募できる団体の主な要件は、原則として次のとおりです。

○団体としての活動期間が原則として１年以上

○5人以上の構成員で組織している団体

○組織の運営に関する定款、規約又は会則を定めている

○団体の予算、決算について適正な会計処理が行われている

※学生団体も提案いただけますが、提案前にご相談ください

様々な課題解決型の取組が生まれています。

今までどんな事業があったの？

★市立高校での高校生の居場所作り

★市内の外国籍住民と地域の日本人との交流の場づくり

★市内のこども食堂への食材提供ネットワークの構築と地産地消の取組 など

募集期間：令和３年５月６日(木)～令和３年６月３０日(水) 必着
事業実施時期：令和４年４月以降 （手法によっては随時実施することも可能です）

アイデアとノウハウの詰まった自由な提案を受け付けます。

どんな提案をしたら良いの？提案したらどうなるの？

★公益的（営利目的は不可）で、本市の総合計画の方向性に沿ったものなら、

自由なテーマで提案できます。市の既存事業への提案も可能です！

★様々な手法で実現化を目指します。

○委託事業：市の事業の委託化（提案者との随意契約）

○協働事業：市との協働事業の実施及び補助金の交付（補助金は年間30万円まで）

○そ の 他 ：共催、後援、許認可など、様々な方法で市と連携して行う事業

★市が設定するテーマへの提案もお待ちしています！

○予防救急・救急車の適正利用の促進

○選挙の投票率向上 など多数


